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寛
永
五
年
八
月
の
定
容
に
.

一
、
御
披
内
に
有
ν
之
範
番
之
事
、
如
月
有
一
来
-
惣
町
中
と
し
て
可
=
相
勤
-

候
。
然
ぽ
飽
舎
人
賄
之
事
、
御
分
圏
中
之
者
に
沿
い
て
は
、
其
者
之

一
一
族
井
共
村
中
と
し
て
賄
可
v
申
。
若
他
国
之
者
又
は
賄
可
v
仕
様
無
v

之
者
、
御
公
事
場
よ
り
被
=
入
置
-
候
は
ど
、
公
事
銭
之
内
を
以
賄
料

可
v
被
-
-
相
渡
吋
叉
御
目
安
場
よ
り
被
a
入
置
-
者
之
儀
は
.
渇
怠
銀
之
内

を
以
賄
料
可
v
被
=
相
渡
↓
右
之
創
作
に
賄
方
無
v
之
舘
舎
人
有
v
之
者
、
稲

葉
左
近
・
堀
三
郎
兵
衛
切
手
次
第
、
町
中
よ
り
賄
可
v
申
事
。

寛
永
十
四
年
三
月
の
定
書
K
、

一
、
御
城
内
に
有
v
之
飽
番
之
事
、
如
=
有
来
-
惣
町
中
と
し
て
可
a
相
勤
-

候
。
然
者
錨
舎
人
賄
之
事
、
御
分
圏
中
之
者
に
沿
い
て
は
.
共
者
之

一
族
井
共
村
中
と
し
て
賄
可
v
申
。
若
他
国
之
者
叉
は
賄
可
v
仕
様
無
v

之
者
、
御
公
事
場
よ
り
被
昌
入
置
-
候
者
、
会
事
銭
之
内
を
以
て
賄
料

可
v
被
a
相
波
-
候
一
。
右
之
外
に
賄
方
無
v
之
者
、
罪
人
裁
許
人
之
か
た
よ

り
合
所
h
相
波
、
合
所
よ
り
之
切
手
次
第
町
中
よ
り
賄
可
v
申
候
。
右

絡
会
人
錨
よ
り
出
候
者
、
至
目
誕
時
に
-
命
刷
所
ね
可
v
及
v
理
事
。
(
自
飴

時
v
之
)

宕
保
品
川
無
=
相
建
-
様
に
可
ν
被
=
申
付
-
旨
被
昌
仰
出
-
者
也
。

ー詳

長
往
古
大
和
の
春
日
紳
批
及
び
甫
締
寺
の
領
た
り
。
康
五
二
年
鑑
内
裏

段
銭
園
役
引
付
に
、
春
日
枇
領
加
州
小
坂
庄
西
方
と
見
b
、
線
本
朝

遇
鑑
に
、
正
安
元
年
三
月
。
亀
山
天
皇
以
E

遠
江
初
倉
庄
・
加
賀
小
坂

庄
・
筑
前
宗
像
庄
一
寄
=
附
南
締
寺
吋
と
あ
り
。
さ
て
今
小
坂
庄
内
廿
三

ク
村
の
中
に
小
坂
村
あ
り
て
、
是
を
テ
サ
カ
と
呼
ぺ
り
。
此
の
村
落

今
は
金
揮
下
口
の
街
尾
大
樋
町
の
傍
に
あ
れ
ど
も
、
奮
停
に
札
呂
田
は
尾

張
町
の
地
法
陀
村
落
あ
り
て
、
小
坂
紳
駐
は
今
の
博
努
町
紙
屋
庫
三

郎
の
邸
地
に
祉
殿
あ
り
。
放
に
共
の
時
代
は
大
手
先
を
小
坂
口
と
呼

び
、
披
門
を
も
小
坂
門
と
稽
し
け
る
を
、
金
津
市
中
道
々
建
て
庚
む

る
に
随
ひ
、
村
落
も
一
脚
枇
も
下
口
へ
這
出
し
、
今
の
地
へ
移
締
す
。

と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
訟
も
ふ
民
、
小
坂
の
地
名
は
、
尾
山
の
小
坂
よ

り
負
へ
る
怠
る
ぺ
し
。
今
小
坂
門
前
の
坂
路
所
謂
小
坂
に
て
、
此
の

坂
の
向
う
に
村
落
あ
り
た
る
故
に
小
坂
村
と
呼
ぴ
、
又
小
坂
，
庄
と

も
稀
し
た
る
も
の
に
て
、
此
の
村
落
に
向
へ
る
門
た
り
し
ゅ
ゑ
小
坂

門
と
呼
ぴ
.
}
ま
た
そ
の
門
前
・
な
る
坂
を
ぽ
F
後
に
ま
で
小
坂
と
呼
べ

る
ゆ
ゑ

K
.
此
の
坂
路
を
小
坂
口
と
稀
し
‘
或
は
小
坂
の
下
と
坂
下

の
地
を
呼
ぺ
り
。
皆
此
の
坂
路
よ
り
起
り
た
る
名
た
る
べ
し
。
叉
小

坂
を
尾
坂
と
書
き
た
る
を
、
翻
訳
り
と
三
州
志
に
い
へ
る
は
非
也
。
尾

金
揮
官
蹟
志
巻
五

八

寛
永
拾
四
年
三
月
廿
五
日

横

山

山

城

守

本

多

安

易

守

長
瀬
五
郎
右
衛
門
殿

按
宇
る
に
、
右
牢
屋
は
、
鹿
長
廿
年
の
定
書
に
、
ゐ
坂
範
呑
と
記
峨

あ
れ
ば
、
尾
坂
門
の
内
に
建
て
置
か
れ
た
る
事
著
明
也
。
寛
永
十
四

年
以
後
、
公
事
場
の
囲
内
へ
移
さ
れ
し
か
ど
、
共
の
事
務
奮
記
に
所

見
た
し
。

坂

延
貨
の
金
津
固
に
、
尾
坂
門
前
の
坂
路
を
尾
坂
と
記
し
た
り
。
一
一
一
州

志
来
因
概
究
附
録
に
、
尾
坂
は
尾
山
坂
の
中
略
の
様
に
官
吏
危
ど
も

心
得
、
押
立
て
た
る
も
の
に
も
尾
坂
の
字
を
用
ふ
れ
ど
も
誤
た
り
。

貨
は
小
坂
た
り
。
共
の
故
は
河
北
門
よ
り
浅
野
川
に
及
ぶ
を
小
坂
J

庄
と
す
。
此
の
庄
へ
肉
ふ
門
た
れ
ば
、
小
坂
門
と
も
云
ひ
、
又
共
の

門
前
の
坂
を
直
に
小
坂
と
云
ふ
也
。
と
い
へ
り
。
平
衣
按
宇
る
に
、

小
坂
J

庄
は
、
改
作
所
奮
記
に
載
せ
た
る
元
藤
十
六
年
星
正
十
村
役

の
雪
上
替
に
、
金
滞
市
中
入
込
有
v
之
村
々
、
越
野
川
よ
り
下
は
小

坂
，
庄
内
な
る
よ
し
記
殺
し
、
同
十
四
年
の
郷
庄
付
村
名
艇
に
‘
鶴

野
・
犬
家
菟
・
卯
辰
等
廿
三
ク
村
を
ぽ
、
小
坂
，
庄
と
す
。
此
の
庄
は
、

。
尾

' 

'H4冒タ
J

張
の
闘
名
も
、
一
元
は
小
治
と
書
き
た
り
け
ん
。
寓
葉
集
に
小
治
問
之

年
前
向
唱
と
見
h
.
続
日
本
紀
に
尾
張
園
山
岡
郡
人
小
町
即
州
連
繋
等
八

人
賜
昌
姓
尾
張
宿
爾
刊
と
も
あ
り
て
、
上
古
は
小
治
と
書
き
た
り
し
を
、

和
銅
年
中
国
郡
等
の
名
を
嘉
字
に
改
め
ら
れ
し
時
、
尾
張
の
宇
陀
定

め
ら
れ
し
と
聞
ゆ
。
尾
張
名
所
記
に
も
、
字
書
陀
墾
治
也
と
あ
り
て
‘

田
畑
を
墾
聞
き
し
よ
り
起
り
た
る
地
名
に
て
、
今
春
日
井
郡
に
小
針

村
あ
り
。
此
の
村
園
の
中
央
に
あ
り
て
、
延
菩
式
に
載
せ
ら
る
L
山

田
郡
尾
張
一
紳
祉
の
銀
座
地
・
な
れ
ば
、
営
園
の
田
園
を
墾
き
そ
め
し
本

土
左
る
ぺ
し
。
と
い
へ
り
。
右
等
の
例
に
擦
れ
ば
、
小
坂
口
・
小
坂
門

を
‘
後
民
尾
坂
口
・
尾
坂
門
と
書
き
た
せ
る
も
、
嘉
宇
陀
改
め
ら
れ
し

も
の
・
な
り
と
聞
ゆ
。
越
中
国
下
新
川
郡
魚
棒
も
小
瀬
甫
庵
の
太
閤
記

等
に
小
津
と
記
載
し
‘
夫
よ
り
後
の
書
に
も
、
皆
小
津
と
書
け
り
。

元
藤
十
五
年
の
郷
村
名
義
抄
に
、
正
保
郷
帳
に
小
律
町
と
御
座
候
。

魚
津
町
と
文
字
替
候
儀
、
由
来
承
停
不
v
仕
。
と
見
b
.
金
城
古
定
書

に
載
せ
た
る
寛
永
年
中
の
定
書
に
‘
皆
小
津
町
と
あ
り
。
魚
滞
古
今

記
に
、
或
書
に
、
承
感
三
年
及
び
高
治
二
年
に
小
津
と
見
h
、
寓
治

三
年
に
魚
棒
と
見
ね
た
り
と
い
へ
れ
ば
、
小
坂
門
を
尾
坂
門
と
書
け

る
事
と
成
り
た
る
も
、
高
治
の
宋
頃
に
や
。
金
谷
門
・
金
谷
屋
敷
も
昔

九




